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損金算入による軽減効果
国税＋地方税

法人住民税＋法人税 法人事業税控除 控除 企業負担

※１ ※２

通常の寄附の軽減効果

企業版ふるさと納税を活用した寄附の軽減効果

寄附額

※１ 法人住民税 寄附額の4割を税額控除。(法人住民税法人税割額の20%が上限)
法人税 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。

ただし、寄附額の1割を限度。（法人税額の5%が上限）
※２ 法人事業税 寄附額の2割を税額控除。（法人事業税額の20%が上限）

※税額控除の手続（申告）や算出に関しては、税理士や所管する税務署へご相談ください。

・本社(地方税法における「主たる事務所又は事業所」)が岐南町以外に所在する法人が対象となります。
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止されています。
・1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。

留意
事項

企業版ふるさと納税とは

国が認定した地方公共団体の
地方創生プロジェクトに対して
企業が寄附を行った場合に
法人関係税から税額控除する
仕組みです。

メリット

・地方創生に取り組む企業として
PRできます

・企業のSDGs貢献に繋がります
・最大で寄付額の9割が控除され
ます

企業版ふるさと納税岐南町

地域再生計画

岐南町では４つの基本目標を掲げ
地方創生に取り組んでいます。
・こどもが笑顔で育つ
・多様な夢が実現する
・つながる安心安全
・ずっと住んでいたい



寄附を募集している主な地方創生事業

「ずっと住んでいたいまち」を目指して

こどもが笑顔で育つまち

●放課後子ども支援事業

●こどもの権利条例制定事業

●保育人材確保定着支援事業

つながる安心安全なまち

●パトロールシステム事業

●交通安全施設事業

●くらしの浸水リスク見える化事業

●水路改良事業

ずっと住んでいたいまち

●乾電池、充電池類収集事業

● SNSを活用した情報発信強化事業

●高齢者補聴器購入支援補助事業

岐南町 総合政策部 企画広報課（〒501-6197 岐阜県羽島郡岐南町八剣7-107）
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問い合わせ

寄附の流れ

申出

寄附募集金額
1,230万円

寄附募集金額
6,980万円

寄附募集金額
400万円

多様な夢が実現するまち

●新たな挑戦創出事業
寄附募集金額

250万円

寄附事業や寄付金額などが決定しましたら、右記の
ホームページから「寄附申出書」をダウンロードし、
提出してください。

寄附 岐南町 寄附申出書の受理後、
納付方法などを案内します。

案内に沿って寄附金の
納入をお願いします。企業様

税申告 岐南町 寄附金の納付確認後、
受領証を送付します。

受領証を添えて税額控除の
申告をお願いします。企業様

ホームページ


